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1 財産の無償譲渡の概要

側譲渡の概要

旧野母崎炭酸温泉 Ale部軍艦島(以下「A!e部軍艦島」という。)は、・旧野母

崎町時代の平成 13年4月7日に町営施設として開館し、その後、平成17年1月

4日、市町村合併により長崎市の公の施設となり、平成 18年4月1日よ.り指定

管理者制度を導入、一般財団法人長崎市野母崎振興公社(以下「公社」という。)

を非公募により同指定管理者に選定し、管理運営を行っていた。

そのような中イAlega軍艦島の収支状況は平成29年度以降赤字が続き、同公社

による経営改善の見込みが立たなくなったことを踏まえ、令和2年1月1日に公

の施設を廃止し、公募により、施設利用者のサービス向上や交流人口の拡大によ

る地域の活性化を図るため、宿泊業の専門的なノウハウと人材を有する、民間事

業者へ施設を無償譲渡するものである。

②これまでの経過

ア令和元年9月市議会定例会

議案番号

第127号議案

第129号議案

令和元年度長崎市一般会

計補正予算(第4号)

議案名

イ 令和元年11月市議会定例会

野母崎炭酸温泉 Ale師
軍艦島条例を廃止する条
例

所管事項調査

施設の民間移譲後の公社
の経営状況の安定化をー

定確保するため、 Alega軍
艦島事業の運営費不足額
を補助することにつぃて

i義案の内容

野母崎炭酸温泉 Alega 軍艦島の譲渡につ
いて

ウ令和2年2月市議会定例会

公の施設の廃止について

(令和 2年1月1日)

野母崎炭酸温泉 Ale部軍艦島について
(廃止後の維持管理について)

所管事項調査

事項名

議決状況

可決

旧野母崎炭酸温泉 Ale部軍艦島の譲渡に
ついて

可決

事項名

施設の譲渡先候補者
が決定しなかったこ

との経過説明

説明内容

施設を譲渡するまで

の間、必要な維持管

理を行う旨説明

再公募の条件変更等
の説明

説明内容



工 地元説明

令和元年8月20日

日時

令和元年8月29日

令和元年12月9日

令和2年2月21日

③譲渡先候補者

公社理事、評議員

相手方

野母崎地区住民

団体名

公社理事、評議員

代表者名

公社理事、評議員

本社所在地

大成不動産システム株式会社

主な業務

令和元年末での指定管理解除、
Ale部軍艦島譲渡方針の説明

代表取締役星山信一

説明内容

長崎市葉山1丁目23番5号

施設の譲渡先候補者が決定しな
かったことの経過説明

ホテル・旅館の経営及び運営業務

再公募の条件変更等の説明

ア宿泊温泉施設

⑦ホテル華翠苑(佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内甲333)

(イ)ハミルトン宇礼志野(佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内288-1)

(ウ)うれしの元湯(佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙 2202-8)

イ温泉施設

⑦百年の湯(佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2202」8)

ウ飲食店

(ア)ビッッエリア MONTE STELLA(モンテ・ステッラ)

(佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2202-フ)

.

運営実績

'

設立年月日

資本金

④譲渡の時期

昭和 59年6月13日

1,000 万円

建物

土地

令和2年7月1日

長崎市の費用負担で行う土地の分筆登記等、必要な登記が

完了したとき

2
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⑤譲渡に係る主な条件

現状引渡し

(※但し、土地については分筆登記等

必要な登記が完了後に譲渡。それまで

の間は無償貸付け)

財産の取扱い

2 無償譲渡する財産の概要

m 財産の表示

ア土地

長崎市野母町字小田

譲渡後10年間

ア第三者への譲渡

イ主たる用途の変更

所在

イ建物

同上

禁止事項

同上

主屋(旅館:本館棟)

建物名

地番

692番 1 の一部

付属屋(集塵庫)

ウその他

・土地及び建物に付属する設備及び工作物、備品等一切を含む。

②施設の概要

ア名称旧野母崎炭酸温泉Alega軍艦島

イ住所長崎市野母町692番1

ウ稼働時の利用形態等

(ア)宿泊施設部屋数19室、最大定員78名

(イ)温浴施設、食事施設(レストラン)、売店、会議室

工施設の廃止日令和2年1月1日

711番の一部

726番5の一部

築年数

19年

延床面積

合計面積

19年

訟 nξ4,289

3

24.56 m

鉄筋コンクリート造合金メ
鋼板ぶき地下1階付3階建

③譲渡価格無償

12,696.79 r6

鉄筋コンクリート造陸屋根平屋
建

構

ツキ

造



④施設の位置図

長崎市野母町692番1

旧野母崎炭酸温泉Ale即軍艦島

⑤主要施設及び設備の配置

主屋(本館棟)

宿泊施設、温泉施設等

帽刷山崖包丑偶
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⑥施設の現状
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3 譲渡先候補者の選定方法

川譲渡先候補者の選定方法

ア選定方法公募型プロポーザル方式(随意契約)

当該施設を譲渡する目的は、民間事業者の持つ優れたノウハウを最大限活用する

ことにより、当該施設を中心に交流人口を拡大させ、地元雇用を生み出し、地域を

活性化させることであることから、宿泊・温泉施設の運営に関する専門的なノウハ

ウと人材を有する事業者を選定する必要があるため、実.施体制、実施方針、技術提

案等に関する提案書をもとに、ヒアリングを実施したうぇで審査及び評価を行う

『プロポーザル方式』により、最も適した譲渡先を選定するものである。

イ選定スケジュール

⑦募集期間

(イ)現地説明会

(ウ)質問書の受付

①参加表明書の受付

け)申請書の受付

令和2年2月28日~令和 2年5月18日〔81日間〕

仂)審査会

プレゼンテーション

1回目令和2年3月13日

2回目令和2年3月19日

※その他随時開催(3回実施)

④候補者の決定

(ク)結果の公表

令和2年2月28日~令和2年4月7日

※回答期限:令和2年4月14日

ウ野母崎炭酸温泉Alega軍艦島移譲先選定審査会の委員構成と開催状況

⑦審査会委員の人数及び構成〔5名〕

令和2年2月28日~令和2年4月24日

令和2年2月28日~令和2年5月18日

令和2年5月25日

令和2年5月28日

職務代理者

長

令和2年5月28日

〔5社参力叩

〔4社参加〕

〔3社参加〕

^

西村宣彦氏

委員

赤羽耕介氏

杉本士郎氏

(学識経験者2名、公認会計士1名、産業団体代表1名、地元代表1名)

(前)

古村

(現)

内野

長崎大学経済学部教授

九州北部税理士会長崎支部会員

赤羽公認会計士事務所所長

一也氏

株式会社長崎経済研究所主任研究員

早田徹氏

弘樹氏

一般社団法人日本旅行業協会九州支部長崎
地区委員長

株式会社日本旅行長崎支店支店長

野母崎樺島連合自治会会長
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(イ)審査会の開催状況

回数

第1回

開催日

令和元年10月11日

第2回 令和元年11月フ日

第3回

,会長及ぴ職務代理者の選任

・施設概要等の説明

・募集要項(案)の説明

・選定基準の項目と配点(案)の説明

第4回

令和2年2月21日

・募集要項の決定

・選定基準の項目と配点の決定

・譲渡予定物件の視察

令和2年5月7日

第5回

内容

再公募を行う上で、修正を行った募集要
項の変更内容について、事務局より説明
を行うとともに、その修正案の審査、決

(書面表決)

②

令和2年5月25日

譲渡先候補者の決定理由

野母崎炭酸温泉Ale即軍艦島移譲先選定審査会において、第11順位に選定さ

れた譲渡先候補者は、施設を民間事業者へ譲渡する趣旨や目的を十分理解してい

るとともに、施設利用者への.サービス向上や地元経済の活性化につながる事業運

営、施設の適正な維持管理を行う能力を有していることから、より一層の交流人

口の拡大と地域の活性化に寄与することができる事業者であると判断されるた

め。

・審査会において使用する審査・採点表の
詳細な配点及び内容の確認(書面表決)

・採点方法の確認

・面接(プレゼンテーション)
・質疑応答

・討論、採点

・譲渡先候補者の選定

7



4 選定審査会審査報告書
■'

野母崎炭酸温泉Nega.軍、艦島移譲先選定審査会

/＼
J

審査報・告書
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令和2年・5月
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長崎市長田上富久様

/"、

野母崎炭酸温泉Ne部軍艦島

移譲先選定審査会における審査結果にういて俳R告)

野母崎炭酸温泉N0部軍艦島の譲渡先候補者の.選定について、申請書類等に基づき、全委

員出席のもと審査を行いましたので、審査結果について炊のとおり報告します。

1 審査結果

②第'2順位

①第1順位大成不動産ジステム株式会社

令和2年5月28日

2

野母崎炭酸温泉Nega'軍艦島

/＼

V

審査会委員の構成

会 長

職務代理者

移譲先選定審査会

会長西村宣彦 1

西村

赤羽

杉本

(前)古村

ル

宣彦

耕介

長崎大学経済学部教授

九州北部税理士会長崎支部会員

赤羽公認会計士事務所所長

株式会社長崎経済研究所主任研究員

一般社団法人日本旅行業協会九州支部長崎地区委員長

株式会社日本旅行長崎支店支店長

(令和元年10,月9日~令和2年5月20.田

一般社団法人日本旅行業協会九州支部長崎地区委員長

株式会.社.日本旅行長崎支店支店長

(令和2年5刃 21日~)

野母崎樺島連合,自治会会長

士郎

一也

r

委

(現)内野弘樹

3 審査の方法

応募者から提出された申請書類に不備がないか、募集要項に記載された応募資格等の要

件を満たしているかを確認、し、.事業計画書等の内容や面接に基づき審査を行いました。

また、'施設を管理運営する安定した経営能力を有するかについて、'応募者の財務諸表等

早田・徹

ノ

9
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により審査を行いました。(合計点が配点め60%未満の失格基準に該当する応募者はなし。)

なお、審査にあたっては、公平性及び公正性を確保するため、団体名を伏せて実施しま

した。

4 審査の経緯

回数

第1回

第2回

開催日

※令和元年12月.7日江、'応募があった2団体の面接(プレゼンテーション)及び質疑応答

を予定していたが、.2団体とも審査会前に辞退届が出されたことにより、中止となった。

令和元年10月11.日

゛

'■

令和元年Ⅱ月7日

回数

・会長及び職務代理者の選任

・施設概要等の説明

・募集要項傑)の説明

・選定基準の項目と配点侠)の説明

第3回

・募集要項の決定

・'選定基準の項周と配点の決定

,譲渡予定物件の視察

内谷

第4回

開催日

令和2年2月21日

第5回

令和2年5月7日

・再公募を行う上で、修正を行った募集要項

の変更内容.について事務局より説明を行う

とともに、'その修正案の審査、決定(書面評

決)

5

T

応募団体偏脚側

①大成不動産システム株式会社

令和2年5月25日

②

・審査会に霜いて使用する審査・採点表の詳

細な配点及び内容の確認(書面評決)

内容

・採点方法の確認

・.面接(プレゼンテャション)

・質疑応答

・討論、採点

・移譲先候補者の選定

n

、
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6 審査結果(採点結果は卿係氏の'ど.おり)
j

①.第i1慎位

ア基本方針

基本方針については、同種の施設を経営するうえで、一般的な提案内容となっており、

各応募団体とも、あまり差はないものと判断される。

イ'経営能力及び経営基盤

旧野母崎炭酸温泉Ale艇軍艦島ど同じよ.うな温泉宿泊施設を・3施設経営しており、十分

な実績と管理能力を有'しているとともに、とれまでに運営を引き継いだ施設の業績を.回復

させるなど、経営能,力も申し分ないと思われる'

まだゞ温泉施設に高度な識見を持つスタッフを有して船り、当該施設のような特殊な泉

質の温泉を管理するための実績やノウハウを持っていると判断される。

なお、'財務状況について分析した結果、流動資産より_流動負債が大きいが、当期純利益

は潤沢である点などから「成長型」,の企業と分析されるとともに、'当該施設を経営するだ

けの財務基盤は有しているものと判断される。

ウ事業計画

温泉施設経営の経験を基に、'堅実な計画を立案すると'ともに、何度も野母崎を訪れて地

元の方々忙積極的にコ・ンタクトをとることで、地域の特性を緻密に調査し、地域の特産品

や自然などを活かした旅行商品の造成など、特色ある様々な計画を検討しでいる.ごとから、

計画の有効性及び実効性はかなり期待が持てるものと思われる。

また今回の応募に際して、現在取引がある銀行と事前に融資.の伺意を取り付けているな
ど、資金調逹についでも一定の目処をたてており'、着実な哥画の実行が図られるもの・と判

断される.。

エ"事業運営及び維持管理

実施体伽jにっいては、現在、'経営している他施設において培ってきたノウハウや管理シ

ステムを活かしだ管理体制を導入するこ'とによって、効率的な運営を行うことが可能と思

われることや、・施設の維持管理についても、温泉施殷どいう特殊な施設を実績や経験に基

づいて適切に維持管理ができるものと思われる。

また収益性を高める取組みにっい.て、グループ内の施設と連係Lだ集中管理による運営

体制や共通仕入れ、発注などといったスケールメリットを活かした効率化による経費の削

減を図るとどもに、.これまでの料金体系の見直しなども具体的に検討してぃることなEか

ら、・着実な収益確保に向けた提案であると判断される。

オ地域の活性化

野母崎地区に住む方々を雇用tる.ことが具体的に提案されて給叺「U夕」ン」rJター

ン」「1ターン」'により野母崎に新たに住む方々の雇用の場となるような.施設にしてぃくこ

リ

,

f

、

L,1

、
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/
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とにより1〒人口増にも寄与するとどもに、地元の農協や漁協などとの連携による地揚産品
、

の活用や、野母崎の様々な素材を活用した旅行プランの作成など、.「人1だけではなく、「物」

を活用するととで野母崎の活性化に繋がるような計画になーているものと判断される。

②第2順位

評価項目に羚ける・「事業計画の有効性」「新たな投資の(改修含む)の内容及び規模」「地

域の活性化にっながる取組みJ にういての評価は、'第1順位の,団体を上回っており、

旅行客以外の集客への期待や野母崎地区の自然を活用した新たな取組みなど、.評価の高い

提案もあった。また、財務状況にっいても流動負債よ.り流動資産が大.きく、当期純利益力§

減少傾向にあるこ'どにより';「安定型」の企業と見ること力工でき・るとともに、当該施設を経

営するだけの財務基盤は有していると判断された。

しかしながら、・事業内容における「宿泊施設・温泉施設経営の実績」「実施体制」「施設、

設備等の適正な維持管理」「収益性を高める取組み」'は第'1順位と比較して評価が.特1こ低い。

中でも温泉施設の経営実績が皆無であ'り、提携先'との関係も不透明な部分があることや.、

提案された計画にっいて具.体性が欠けている部分があり、実現性について確信を持って感

じることができる提案内容ではなかったこと、;さらに、当該施設の存在意義の1つである

地元雇用にっいて、具体的な計画が見られなかったこと.などが意見として出される・など、
総合的に第'1順位に及ばなかっ.た。

7 審査会総評

野母崎炭酸温泉。Ale部軍艦島移譲先選定審査会により第11頂位に選定された大成不動産シ

ステム株式会社は、民間事業者へ施設を譲渡するこ'との目的を十分理解されている事業方針

となっており゛それをもとに具体的な提案がなさ.れ、有効性や実効性.に.ついても十分な検討

がなされている。

施設利用者へのサービス向上や地域の観光振興、地元経済の活性化へつながる・事業運営と、

施設の適正な維持管理を安定'じて行う能力を持つ申請団体が候補者として選定されることと

なり、募集の趣旨や目的に即した結果となっ.た。

ノ

,

f
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、
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(別紙)採点結果

評価項目
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評価項目

g ,1

乳

諺牙^、郡鵬1、

施設運営に係る基本的な方針

.二NW即鷺
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イ

1③事
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5 財産の無償譲渡【土地・建物】

m 不動産鑑定評価額

ア当該施設の鑑定評価額(収益還元法による鑑定評価額)

土地

施設の概要

長崎市野母町字小田

692番 1 ほか

建物

主屋(本館棟)、

付属屋(集塵庫)

※設備、備品等は建

物と一体的に評価

イ土地のみの価格(市場性調整前の原価法による更地価格)

敷地面積

(実測面積)

620,000 千円

土地

施設の概要

12,696.79 n;

延床面積

長崎市野母町字小田

692 番 1'ほか

ウ建物のみの価格(市場性調整前の原価法による物的価格)

鑑定評価額一・①
(R元年10月畑時点)

4,314.38 n{

施設の概要

建物

主屋(本館棟)、

付属屋(集塵庫)

※設備、備品等は建

物と一体的に評価

敷地面積

(実測面積)

②当初公募時の評価額

当該物件は事業用不動産であるため、収益価格から積算する収益還元法による

土地・建物一体となった鑑定評価額が不動産鑑定士から示されているものの、当該

鑑定評価額(23,200 千円一・①)は、土地の更地価格 a02,000 干円一・②)及び物的

価格である建物価格く620,00σ千円一・③)を大きく下回っているため、この鑑定評

価額での土地・建物の売却では『市民の理解』を得ることは厳しいと思料されるこ

とから、原価法による物的価格である土地価格(更地価格)及び建物価格を適正価格

として採用した。

23,200 千円

12,696.79 nゞ

土地価格・一②
(R元年10月田時点)

延床面積

102,000 千円

4,314.38 rrr

建物価格・・③
(R元年10月旧時点)

適正価格

信平価額)

620,000 千円

土地

建物

15
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③当初(令和元年)公募時の土地・建物譲渡基準額の考え方

ア建物の無償譲渡

(ア)用途制限期間について・・建物譲渡後15年間

且当該施設の民間への譲渡は、「宿泊業の専門的なノウハウと人材を有する民

間事業者へ施設を譲渡することにより、施設利用者のサービス向上や交流人口

の拡大と地域の活性化を図ること」を目的としており、施設の利便性やサービ

スの向上はもとより、将来にわたって地域の観光振興、地元経済の活性化に寄

与していただくため、譲渡後一定期間、主たる用途変更の禁止や第三者への譲

渡の禁止を条件として付す必要がある。

b 当該施設は、土地の分筆登記等が未了のため、土地・建物それぞれの譲渡

時期が異なり、最初に建物を譲渡した後、最長4、 5年程度遅れて土地につい

ても譲渡可能な状況〔※登記等必要事項の完了〕になると想定されている。

そのため、最初の建物譲渡時期から起算して、 4、 5年後に到来する、土

地譲渡の時点から始まる土地の買戻し特約期間の最大 10年間を考慮し、前述

aの『建物の主たる用途変更や第三者への譲渡を禁止する期間』を 15年間と

することで、土地の買戻し特約期間の終期と可能な限り合せることとした。

(イ)減額の考え方

建物については、前述のとおり、譲渡先候補者に将来にわたって地域の観光

振興、経済の活性化に寄与していただくため、譲渡後15年間、主たる用途変

更や第三者への譲渡の禁止を条件とする中で、同期間において必要となると見

込まれる維持補修・整備の費用(662,175千円)を考慮し、適正価格(原価法

による建物価格.,620,000千円)から、同維持補修・整備の費用を減じたとこ

ろ、建物価格が0円となることから、建物については無償で譲渡とした。

0円

(▲42,175 千円)

【参考】建物適正価格と譲渡後15年間で必要となると見込まれる経費

譲渡後15年間で必要となると見込まれる経費

適正価格(原価法による建物価格)

(内訳)

摘要

建築(屋上防水・外壁等・床・天井等)

機械(空調・換気・給水・温泉設備等)

電気(高圧受変電・非常照明,消防等)

①一②

金額

620,000 千円

662,175 千円
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イ土地の有償譲渡

土地については、建物と異なり、特に減額要素がないため、適正価格とした

土地価格(市場性調整前の原価法による更地価格)・102,000千円を最低譲渡価格

として譲渡先候補者を募集し、102,000千円以上で提案された額で有償讓渡する

こととした。

④当初公募の結果等について

ア公募型プロポーザルの結果

当初プロボーザルにおいては、現地説明会に5団体の参加があり、結果、 2

団体から参加申込み(事業提案)があったが、最終的に2団体とも辞退したた

め、選定審査会を開催できず、譲渡先候補者の選定には至らなかった。

イ応募辞退の理由、原因など

(ア)審査・決定から仮契約の締結まで、時間が短いこと。《2社とも》

(イ)ボイラー関係や電気設備関係の業務引継ぎを行う時問が取れないこと。《1社》

※その他、応募団体から、現地説明会などでは次のような意見も出されていナニ。

・修繕等が必要となる箇所が多く、維持管理に相当の経費を要する。

・15年という用途及び譲渡の制限期間が長い。

・敷地の一部が土砂災害警戒区域等に入っていることなど。

⑤再公募に向けた事業者ヒアリング調査の結果

当初公募において、応募団体がなく、譲渡先候補者の選定に至らなかった結果を
踏まえ、応募を予定していた団体(現地説明会に参加していた団体) 2団体及び全

国的な大手デベロッパー、ホテル事業者6団体へヒアリング調査を行った結果は次
のとおりであった。

項 目

譲渡価格

用途制限期間

高い(改修整備費やりニューアル等の投資を考えると、譲

渡価格.102,000千円では、宿泊・温泉施設としての持

続的な収支が確保できないと見込まれる。)

公募期間

長い(15年では経営面での自由度や柔軟性が損なわれるの

で、民法の買戻し特約の上限である 10年以下にして

ほしい。)

主な意見

短い(施設の状況把握と分析、事業計画や収支試算、投資

に係る融資検討や意思決定の期間が必要であり、3 か

月間程度は必要である。)

17



⑥当初公募と再公募との変更点と変更理由

事業者ヒアリング等を踏まえ、再公募に向けては条件等を整理しなおした。

ア建物の用途制限期間

⑦変更点

(イ)変更理由

a 当初公募時は用途制限期間を15年間と設定していたが、事業者ヒアリング

において、Ⅲ5年は経営面での自由度や柔軟性が損なわれるので、10年以下

にしてほしい』もしくは『制限をかけない方が良い』との意見を頂いた。

b 地域の観光、経済振興及び雇用確保のため、譲渡後一定期間の事業継続や

売却の禁止を義務付ける必要性はあるものの、公募における民間事業者の参

加促進を図るためには、用途制限期間を短縮すべきであると判断した。

なお、Π0年間」という期問については、民法の買戻し特約期間である、

最大10年間を準用しナニ。

建物の譲渡後15年間

当初公募

イ

(ア)

土地の用途制限期間

変更点

建物の譲渡後10年間

再公募

長崎市において分筆登記等必要な登

記が完了し、候補者へ土地を譲渡し
てから 10年間。

(イ)変更理由

用途制限期間を短縮し、民間事業者の経営の自由度と柔軟性を高めること

で、民間事業者がなるべく当該公募に参画しやすいよう、施設全体で10年間

の用途制限期間とすることが妥当であると判断した。

当初公募

ウ

⑦

用途制限内容

変更点

土地の無償貸付開始時から建物の用
途制限期間の終期まで。

ホテル及び公衆浴場等の営業。

(事業の継続)

当初公募

再公募

ホテル(ホテル以外でも、交流人口

の拡大(集客)による地域活性化や

地域雇用に資する事業も可とする)

及び温泉施設等の営業。

18
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(イ)変更理由

a 当初公募時はこれまでの施設の用途、いわゆる「ホテル・公衆浴場」の提

供という制限を付していたが、事業者ヒアリングにおいて、「民間事業者が

参画しやすいように、用途制限を一定緩和し事業者の経営の自由度を上げ

るべき」との意見を頂いている。

b 温泉施設の運営形態は従来通りとしながら、民間事業者が当該案件により

参画しやすいよう、宿泊施設の利活用については「ホテル・旅館」にとらわ

れることなく、交流人口の拡大(集客)による地域活性化や地元雇用に資す

ると思料される事業への転換を可とするよう、建物のうち宿泊施設に係る用

途制限を緩和するもの。

工譲渡基準額

⑦変更点

・市場性調整前の原価法による物的価

格である土地価格102,000千円(更地価
格)及び建物価格.620,000千円を適正価
格としたうえで、

土地;有償〔102,000 千円〕

当初公募

建物:無償

伶変更理由

当初公募時で採用した、原価法による物的価格ではなく収益還元法による土

地・建物一体の価格を適正価格とする理由は次のとおりである。

a 当初公募時の譲渡基準額 a02,000千円)では応募者がいなかったとと、ま

た、大手デベロッパー等含む事業者ヒアリングの結果、Ale邸軍艦島施設の売

却価格として当初公募時に示していた102,000千円は、以下の理由により総

じて高いとの意見をいただいナニ。

(a)今後の維持補修費や改修整備、投資に想定以上の多大な経費が見込まれる。

(b)本施設の地理的要件等を勘案すると、持続的に安定した収益を見込むことが

難'しく、取得に多額の費用をかけてまで運営することは困難である。

・収益還元法による土地・建物一体と
なった鑑定評価額 23,200 干円を適正価
格としたうぇで、

土地・建物一体:無償

再公募

b 前述のaを考慮し、同鑑定手法による鑑定額は、当該施設のこれまでの事業

収支実績、運営形態、立地条件等を踏まえるとともに、専門の宿泊事業者が、

そのノウハウを最大限に生かした際に得られる施設の潜在的な収益力を分祈し

た価格である「収益還元法による鑑定評価額」を採用することとした。
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(ウ)適正価格を全額減額し、無償譲渡とする理由

当初公募時は建物価格については、今後15年間の改修整備費等(662,175千

円)を考慮し無償とし、市民感情を踏まえ更地価格102,000千円を譲渡基準額

としていたが、今回は、次の.、 b及び0の理由で「土地・建物一体として無

賞」とする。

a 野母崎地区の振興

Alega軍艦島はこれまで観光振興や地域産物の活用、貴重な地元雇用、・温泉

施設の地域福祉的な役割など、地域経済を支える重要な役割を担ってきてお

り、このまま譲渡できず施設閉鎖状態が続き、交流人口の拡大(集客)による

地域活性化のための役割・機能が失われることは、野母崎地域の振興にとって

大きな痛手となる。

加えて、AI'e即軍艦島がある田の子地区は、令和3年度に(仮称)恐竜博物館

が開館予定であることから、今後、Ale部軍艦島との連携による相乗効果が野

母崎地域の活性化を図るうぇで重要なポイントとなっている。

このようなことから、野母崎地区の振興のため、公益的観点から、当該施

設の効果的な活用を図ることができる民間事業者に、確実に施設を譲渡する必

要があるため、無償としたい。

b 用途制限及び転売禁止への配慮

本施設の民間譲渡における公募に際しては、公益的観点から、譲渡後10年

間の転売禁止をかけるが、一面では、そのことが民間事業者の自由な経済活

動の制限にもなる二とから、価格を減額し無償としたい。

市の施設維持管理のための財政負担の軽減0

当該施設にっいては、閉鎖後も施設の維持管理のため、温泉の保守管理や建

物の管理費など、年間約23,760千円の経費が必要となっている状況である。

そのため、民間事業者へ譲渡し、施設の有効活用を図ることで、市の財政負

担を軽減したい。

【参考.閉鎖後も施設の維持管理に必要な経費】

保守管理等業務委託料

経費項目

電気料金等

上下水道料金

設備(温泉揚湯設備、
気工作物、昇降機等)

理及び機械警備費等

電気料金、電話代

内容

上下水道料金

・十

自家用電

、日1曽^

(単位:千円)

年額(月額)
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【参考:結果として、新たな市の財政負担等(最大約251,886千円)の皆減】

本物件を無償譲渡とした場合、その結果として、有償譲渡に伴う国の地方債.の繰

り上げ償還による償還時加算金絲り33,000千円)、過疎地域滞在施設整備モデル

事業補助金及び地域の元気臨時交付金の返還金(合計約3,520千円)などの財政負

担が生じず、併せて、過疎債償還に係る地方交付税措置(約216,341千円)が停止

されることもなくなる。

新たな市の財政負担の試算

①地方債の償還に係る利息等

-A.利息

償還時加算金-B

②補助金

過疎地域滞在施設整備モデル事業補助
(注:譲渡額に応じて変動)

地域の元気臨時交付金-B

③過疎債償還に係る地方交付税措置の停止額

建物無償譲渡時

《約定償還》

小計①十②

有償譲渡により新たに生じる財政負担等

合計①十②十③

※上表は収益還元法による土地建物一体での価格23,200千円を、市場性調整前の原
価法による土地・建物それぞれの物的価格に応じて按分して積算し、建物価格を
19,920千円として試算したもの。

約975 千円

建物有償譲渡時

《強制繰上償還》

(停止せず継続措置可)

釣 33,000 千円

計約 3,520干円

約 975 千円

約 252,861 干円一約 975 千円=約 251,886 千円

約 1,960 千円

約 975 千円

If560 千円

約 36,520 千円

約 216,341 干円

約 252,861 千円
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⑦当初公募と再公募との比較

適正価格

比較項目

原価法の積算過程で示された

市場性調整前の物的価格(土地

102,000 千円、建物 620,000 千

円)を適正価格とする。

※収益還元法での算出による

鑑定評価額(23,200 千円)を

採用しない。

当初公募時

用途制限(建物)

土地

建物

用途制限(土地)

102,000 干円

620,000 千円

譲渡後 15年間の温泉・宿泊事

業継続

収益還元法での算出による鑑

定評価額(土地・建物一体価

格:23,200 千円)を適正価格

とする。

建物譲渡額・-A

再公募時

土地譲渡額一・B

譲渡価格(A十日)

譲渡後10年間の売却禁止(買戻

し特約)

6 土地の無償貸付け

①理由

当該施設は建物の譲渡時点で分筆・合筆登記、'境界確定、国有地(里道・7K

路)の譲与など登記の状況が整理されておらず、建物の譲渡後、最長4、 5年程

度遅れて土地についても譲渡可能な状況になると想定されている。

したがって、土地については建物と同時に譲渡することができない状況である

ため、譲渡できる状況になるまでは建物譲受者へ無償で貸し付けることとする。

土地・建物一体:23,200 千円

無イ賞

有償:102,000 千円

・譲渡後 10年間の温泉事業継

続。

・宿泊事業は、交流人口の拡

大(集客)による地域活性化

に資する策であれぱ変更可

譲渡基準額.102,000千円

譲渡後、建物に係る用途制限

の終期(建物譲渡から 10年)

まで売却禁止

無償

譲渡基準額 (無償)

22



7 無償譲渡及び無償貸付け等に係る法的整理

川無償譲渡及び無償貸付け等に係る根拠法令

無償譲渡〔土地・建物〕

無償貸付け〔土地〕

公募型プロポーザル方式

(随意契約)による譲渡先

の決定

地方自治法

第96条第1項第

6号

第九十六条普通地方公共団体の議会

は、次に掲げる事件を議決しなけれぱ

ならない。

六条例で定める場合を除くほか、財

産を交換し、出資の目的とし、若しく

は支払手段として使用し、又は適正な

地方自治法

第234条第2項

対価なくしてこれを譲渡し、若しくは

貸し付けること。

(契約の締結)

第二百三十四条売買、貸借、請負そ

の他の契約は、'一般競争入札、指名競

争入札、随意契約又はせり売りの方法

にょり締結するものとする。

2 前項の指名競争入札、随意契約又

地方自治法施行令

第 167条の2

はせり売,りは、政令で定める場合に該

当するときに限り、これによることが

できる。

②無償譲渡に係る弁護士の見解

日集客等による地域の活性化や地元雇用の確保といった政策目的の達成

b 用途制限及び転売禁止への配慮

C 市の施設維持管理のための財政負担の軽減

といった、公益性という観点や、結果として逸失利益も含め、新たな財政負担が生

(随意契約)

第百六十七条の二地方自治法第二百

三十四条第二項の規定により随意契約

によることができる場合は、次に掲げ

る場合とする。

不動産の買入れ又は借入れ、普通

地方公共団体が必要とする物品の製

造、修理、加工又は納入に使用させる

ため必要な物品の売払いその他の契約

じないということを考慮した場合、土地・建物ともに無償譲渡するという長崎市の
案が最も妥当であると思慮する。

でその性質又は目的が競争入札に適し

ないものをするとき。

23



8 譲渡・使用貸借仮契約書

・建物譲渡仮契約害

譲渡人長崎.市(以下'「甲」という。)と譲受人'.大成不動産システム株式会社く以下'「乙」
という。)とは、建物の譲渡について、歌のとおり契約を締結する。

(信義誠実の義務)

第i条甲及び乙は、信義を重んじ誠実にごの契約を履行しなけれぱならない。

建物譲'渡・、,仮契'約書

(契約物件)

第2条甲ば、末尾記載の建物及ぴ備品(以下「契約物件jという、)を乙に譲り.渡tものとし、

乙ほこれを譲り受ける。

(契約物件の誠渡)

第3条甲は契約物件について、乙に無償により讓渡する。

(所有権の移転及び登記)

第4条契約物件の所有権は、令和2年7月1日を原因日とし、甲から乙に移転するものとする。

2 甲は、乙から登録免許税相当額の印紙又は現金領収書を添付した所有権移転登記の手続に必

要な書類等の提出を受けて所有権移転登記を嘱託江より行うものとし、所有権移転登記に要す

る費用については、乙の負担とする。

己

'1) 1.,

・、'・",、,, F・

.、耻」1゛^Ξ1

'』

(契約物件の引渡)

第5条甲は、乙に対L、前条第2項に定める所有権移転登記の完了.を証する登記事項識別情報

通知書を交付し、乙は登記事項識別情報通知書の受領書を甲に提出することにより、用は契約

物件を現状有姿において乙に引き渡したものとする。

(用途の制限)
J

第.6条乙は、第4条第1項に定める所有権の移転する日から10年間、契約物件を宿泊施設

等地域活性化に資する施設及び温.泉施設並びに本件事業者の選定に係る公募型プロポー

ザルにおいて、乙が提案した事業用途から変更してはな、らない6 ただ.し、乙からの申し出に

より野母崎地区の観光振興に資するものと甲が認めるものについてはこの限'りではない。

2'乙は、第4条第1項に定める所有権の移転する日から10年間、契約物件を風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定められた風俗営業及び

性風俗関連特殊営業その"他これらに類する業の用に供してはならない。

3 乙は、第4条第1項に定める所有権の移転する日から10年間、他者へ所有権の移転を行っ

てはならない。

'ー'ーー甲^

r
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.

4 乙は、第4条第1項に定める所有権の移転する日から10年間、契約物件を集団的に又は常

習的に暴力的不法行為を行うぉそれがある組織の事務所など、公序良俗に反する用に供しては

ならない。

5 乙は、第4条第1項に定める所有権の移転する日から10年間、契約物件を前項の用に供t

ることが明らかな者に対し、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用若しく

は収益を貝的とする権利の設定をしてはならない。

(義務の承ヨ圏

第7条乙は、契約物件について、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用若

しくは収益を目的とする権利の設定を第三者(以下「権利者」という。)にするときは、権利

者に前条第4項及ぴ第5項の規定を書面で引き継ぐとともにこれを遵守させなければならない

(実地調査等)

第8条甲は、第6条に定める期間において、乙の同条に定める用途の制限の履行状況を確認す

るため、耶が必要と認めるときは、契約物件について実地調査をし、又は乙に契約物件の使用

状況について報告を求めることができる。この場合に松いて、乙はその鯛査を拒み、妨げ若し

くは忌避し又は報告を怠ってはならない。

(契約の解除)

第9条乙が本契約の定めに違反したときは、甲は、乙に対し、文書により期限を定めてその履

行を催告する。

2 前項の場合に給いて、乙が翔限までに催告に従った履行をしないときは、甲は本契約を解除

することができるものとする。

(返還金等)

第10条甲は、解除権を行使したときは、乙が契約物件に支出した必要費、有益費その他一切

の費用は償還しない。

2

2

甲は、前条の規定により、この契約を解除した場合において、乙に損害を与えることがあっ

ても、その損害の賠償の責めを負わないものとする。

3 乙は、甲が前条の規定により、この契約を解除した揚合において、甲に損害を与えた場合、

その損害を賠償するものとtる。

Ⅱ

第1

力

(原状回復)

第11条乙は、甲が第9条の規定により本契約を解除したときは、甲の指定する期日までに自

己の負担において契約物件を原状に復し、甲に返還しなけれぱならない。ただし、甲が契約

第1

雛

第1

、

、

第1

2

第1
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物件を原状に復すこ'どが適当で・ないと認めたときは、現状のまま返還すること,ができる。

2 前項本文の規定に反し、.乙が契約物件を原状に復し返還Lないときは・、,甲は、乙に代わって

原状に復すこ、とがでぎ為ものとし、乙はその費用を負担しなけれぽならない。

H若

議利

'しト。

(契約不適合)

第12条甲は、.この契約締結後、契約物.件にっいて本契約の内容に適合しない状態があること

が発見された場合であうても、その責めを負わないものとする。

(損害賠償)

第13条乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を

賠償しなければならない。

認,、

使用

若し

(用途に供するにあたっての留意点)

第1、4条乙・ほ、契約物件を第6条第1'項に規定する用途に供する.にあたっては、野母崎地区を

中心どする地域振興に留意することとし、.地域経済の活性化及ぴ地元雇用の確保並びに創出に

努めなけれぱならない。

の履

解除'

(利用予約)

第15条乙はイ本契約の締結後、第4条第1項に定める所有権の移転tる日以降の施設の利用

に係る予約受付を行うことができるものとする。

26
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゛

(契約の費用)

第16条この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

あう

(管轄裁判所)

第17条..この契約に関する訴訟にっいては、'甲の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所

とする。

(協議)

第18条.との契約について疑裟が生巴たとき、又は、この契.約に定めのない事項に0いては、

甲乙協議の上定めるもの'とする。

ノ

一

(本契約の成立)

第19条'この契約にういて、地方自治法第96条第1項第6号の規定による議会の議決を得た

場合には、その議決を得たときから、.この契約を本契約とみなす。

、

、

3

合、

自
約

"
一
訂
に



,

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自その1通を保有する。

仮契約

本契約

令和

令和

2年

年
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甲 長崎市桜町2番22号

長崎市

代表者長崎市長田上

+f.冒^将^

乙 長崎市葉山1丁目23番5号

大成不動産システム株式会社

代表者代表取締役

,

富久
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'す'る。
契約物件の.表示

(建物)

町名

所在地

1

野母町

2

地番

字小田

番地 1

建物には建物に附属する設備及び工作物の{切を含む。

家屋番号

692

字小田

番地 1、
番地

(備品)

別紙.「備品一覧表」のとおり

692 番 1

692

7H

符号

692 番 1

主

鉄筋コン"'ート造合金
メッキ鋼板ぶき地

下1階付3階建
旅館

構造

゛

附1

鉄筋力刎ート造陸屋
根平屋建

集塵庫

床面積

4,289,82 金

J

f

24.56 m

5

28



、

.

取得日

20010614

20010305

ノ

2001船05

20010305

20010305

20010305

20010305

20010305

20010305

,.

20010305

品名

普通乗合車

20010305

事務用机

20010305

事務用机

2001.0305

会議・来客用机
事務用机

20010305

20010305

その他の机

20例0305

その他の机

20010305

演台・演培

20010305

演台・演壇

20010305

寺

20010305

電話台

20010305

の他の台

20010305

機器台

規格

・普通乗合車

20010305

調理台
その他の台

20010305

別紙「備品一覧表」

両袖机

20010305

作業台
その他の台

片袖机

20010305

'

20001128

並椅子
肘掛椅子

テ」ブル類

20010305

その他の机

20010305

長椅子
生徒用椅子
その他の椅子

20010305

数量

20010305

その他の椅子

20010305

20010305

金庫

2

20010305

保管庫

テレビ台

陳冽ケース

4

20010305

調理台

2

20010305

配膳台

工具

20010305

314

更衣箱

傘立・・帽子掛'外套掛

、 20010305

その他の台

下駄箱

20010;

8

20010305

20010;

衝立

20010305

肘掛子

20010;

20010305

掲示板

20010:

生徒用椅子

20010305

布団(掛・敷)

デッキチェアー

20010:

寝台

20010305

布団(掛・敷)

その他の椅子

20010:

その他の事務用機器

20010305

20010:

18

冷暖房機

20010305

プリンタ・(複合)複写機

晋

20010;

2

20010305

20010;

3

陳列ケー

20010305

計算機

20010;

3

その他の事務用機器
コンピューター

20010305

312

コンピューター周辺機器

2001.0;

20010305

20010;

9

更衣箱

20010305

2001α

18

下駄

その他の事用機械・器具

20010305

傘立兼帽子掛・

10

20010;

20010305

衝立

草刈機

20010:

10

テレビ(モニター含む)

20100;

ポンプ

掲示板

8

20100:

2

ベット

その他の電気機械・器具

20100

50

電気掃除機

その他の計量・計測用機械・器具

敷布団

その他の電気機械・器具

20100,

掛布団
冷暖房機

照明灯

20100

2

2011.σ

パウチ機仂ードフイルム包装

会計機

7

金銭計算機

冷蔵庫(冷凍庫含む)

20120

8

、

プリンター
コンピューター

20150

14

20180

3

'補助記憶装置

炊飯器

20180

3

20190

15

20190

74,

草メ1」機

2002

76

ポンプ
部品洗浄機

20020

2

テレビション

200知

4

電気掃除機

'1

20020

2004C

2、

照明灯
空気清浄機

2014

3

ポリッシャー

2015〔

残留塩素計

2015〔

電気冷蔵庫

2018(
2003(

炊飯器

2006{

29

2011【
2012t

10

2015{

3

2015【

4

20151
2015!

20151
2015
2016

2016
2016
2016

2016
2016
2018

14

2

」

、

机脇
机長

台演
壇演
台舌電

台花

台業イ

子椅並

子

庫金

庫管保

箱具工

"
.
"



゛

20010305

20010305

20010305

20010305

20010305

20010305

、

20010305

20010305

20010305

その他の調理機器・器具

2001飴05

その他の調理機器・器具

2001船妬

气

湯沸かし器
コンロ

その他の調理機器・器具

20010305

「

その他の調理機器・,器具

20010305

その他の調理機器・器具

20010305

その他の調理

20010305

その他の調理機器・器具

20100312

20100312

20100318

20100318

20100907

台車

20110131

器・器具

車椅子

20120713

台車

20150109

テレビ(モニター含む)

脚立
舞台用品

コンロ

その他の雑具

20180227

テレビ(モニター含む)

湯沸器

20180227

保温器

20190204

洗米機
熱風消毒機

20190204

その他の机

その他の美術工芸品
その他の椅子

200207m

コーヒーメーカー

200207m

冷蔵庫(冷凍庫含む)

調理機

その他の車両

2002船01

浄機

200209m

調理器具

その他の厨房用器具
コンピューター

2004船01

配膳車

冷蔵庫(冷凍庫<む)

2

20140701

車椅子

その他の厨房用器具

20150301

6

台車

20150301

20180701

脚立

建物付属設備

舞台

2003価01

記載台

3

建物付属設備

容器

20060301

26インチ

軍艦島を撮影した写真パネル

6

201'10701

40インチ

食堂テーブル

機械装置

2012価01

25

機械"置

2015船01

食堂イス

5

ベビ」力「幌付

機械装置

冷蔵庫(冷凍庫含む)

20150501

機械装置

20150501

16

機械装置

事務用パソゴン

20150601

車両運搬具

2

2015舶01

厨房用製氷機

車両運搬目
器具及ぴ備品

その他の厨房用器具

20151001

、

2

冷凍冷蔵庫

器具及ぴ備品

20160201

19

器具及び備品

20160301

プレハブ冷蔵庫施設

,

器具及び備品

20160301

8

記載台

器具及ぴ備品

2016船01

32

調理台新設

器具及び備品

20160301

汽水分雛装置

3

温泉揚湯ポンプ

器具及ぴ備品

20161001

2

海水井戸ポンプ

器具及ぴ備品

20180201

器具及ぴ備品

海水取水ポンプ
レペルセンサーELM

3

軽トラ96フタΥハツハイゼット

器具及ぴ備品

トヨタコースター405

器具及ぴ備品
器臭及び備品

3

器具及ぴ備品

野菜用冷蔵庫
ノ弌ーテンシヨンラック

器具及び備品
器具及ぴ備品

プロジェクター

器具及び備品

排気ファンN03SRM03

器具及び伊品

冷蔵庫

全熱交換機JHG80RSS

、

温蔵庫

耐火金庫防犯システム
冷蔵庫6枚扉サンレイ

テーブル式冷蔵ショーケース
同時印刷式券売機

富土通省スペースパソコン
マルチロントロ[ラーFMO-01

富士通サーバー

ハンマードリル.セット

2

点滅型誘導灯
冷凍冷蔵庫

30
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・土地譲渡仮契約書

,

μJ.

ー.゛●"゛ノ'

、!゛

土地.譲、渡仮.契'約'書

ノ'本契約の対象物件.となっている土地はヌ「.旧.野母崎炭酸温泉 Nega,軍艦島)施設(以下単に
1 '『争.

「施設」という。)用地であるが、土地の権利関係が一部整理されてぃないごどや登記が完了し

ていないなぞの課題があるため、先行して施設.(建物)のみ讓渡しイ施設用地については当該課

題解決後に改めて譲渡しようとするものである。

そのごだを踏まえ、譲渡人'長崎市.(以下「甲」という。)と譲受人く以下「乙」という。)

大成不動産システム株式会社'とは、士地の譲渡について、'炊のとおり契約を締結ずる。

J

ミド" oi式崇 dd/

擧曙無島M電麹
.多'、"ヤ

(信義誠実の義務)

第1条甲及び乙は、信義を重んじ誠実に.この契約を履行しなければならない。

(契約物件)

第2条'甲は、末尾記載の土地'(以下「契約物件」という。)を乙に譲り渡すものど.し、乙はと

れを譲り受ける。

、

(契約物件の譲渡)

第3条甲は契約物件について、乙に無償によ・り譲渡する。

ミip l.、・

、1叫目ず" 1C..

ミ、0" f ・畠1,器
ゞ゛、ず1 '、'.

/

(所有権の移転及び登記)

第4.条契約物件の所有権は、長崎市の費用負担で行う土地の分筆登記等イ必要な登記が完了後、

用から乙に移転するものとする。

2 甲は、乙から登録免許税相当額の印紙又は現金領収書を添付した所有権移転登記の手続に必

要な書類等の提出を受けて所有権移転登記を嘱託により行うものとし、所有権移転登記に要す

る費用については"乙の負担とする。

1

松

、1

、"ノ

(契約物件の3.1渡)

第5条甲は、乙に対し、前条第2項に定める所有権移転登記の完了を証する登記事項識別情報

通知書を交付し、・乙は登記事項識別情報通知書の受領書.を甲に提出することにより、'甲は契約

物件を,現状有姿において乙.に引き渡したものとする。

Y

(用途の制限)

第、6条乙は、令和2年6月3妾付建物譲渡仮契約書第6条第1項に定める用途の制限期間(以
ー'ーーー"ーーー

下「制限期間」という。)が満了するまでの間、'契約物件を宿泊施設等地域活性化に資する

施設及び温泉施設並ぴに本件事業者の選定に係る公募型プ.=ポーザルにおいて、乙が提

'
;
■
:
、
先

、

脊工
〒
一 一

ず

1

,
,
 
3



案・した事業用途から変.更してはならない。だだじt乙からの申し出により野母崎地区の観光

振興に資するものと甲が認めるものにっいでは二の限りではない0

2..乙は、制限期間が満了司・るまでの間、契約物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律(昭和23年法律第122号)に定められた風俗営業及び性風俗関連特殊品業その他

ごれらに類する業の用に供してはならない。

3'乙は、制限期間が満了するまでの問イ他者へ所有権の移転を行0てはならない0

4 乙は、.制限期間が満了するまでの間イ契約物件を集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行

うぉそれがある組織の事務所など、公序良俗に反する用に供してばならない0 、

5 乙は、'制限期問が満了するまでの聞、,契約物件を前項の用に供するこ'と,が明らかな者に対し、

地上権、.質権、使用貸借による権利、.賃借権その他の使用若しくは収益を目的とtる権利の設

定をしてはならなV.、。

1

(義務の承ま圏

第7条'乙ば、契約物件にっいて、.地上権{質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用若

しくは収益を目的とする権利の設定を第三者.(以下「権利者」'という'.)にするときは、権利

者に前条第4項及び第5項の規定を書面で引き継ぐとともにごれを遵守させなければならない0

(イ

第1

と'

(実地調査等)

第8条甲は、制限期間において、乙の第6条に定める用途の制限の履行状況を確認するため、

甲が必要と認めるときは、契約物件にっいて実地調査をじ、又は乙に契約物件の使用状況にっ

いて報告を求めるととができる。この場合に船いて、.乙はその調査を拒み、妨げ若し.く.は忌避

し又は報告を怠っ'てはならない。

t
゛

(契約の解除)

第9条,.乙が本契約の定めに違反したときは、甲は、乙に対し、文書により期.限を正めてその履

行を催告する。

2 前項の場合において、乙が期限までに催告に従った履行をしないときは、卵は本契約を解除
するごとができるものとする。

第1

甲

そし

仙

第.1

(返還金等)

第10条甲は、解除権を行使じたと.きは、乙力.§契約物件に支出した必要費、有益費その他」切

の費用は償還しない。

乞甲は、前条の規定により、ヒの契約を解除した場合において、・乙に損害を与えることがあう

ても、.その損害の賠償の責めを負わないものとする。

3 乙は、・甲が前条の規定により、'との契約を解除した場合1こ給いて＼甲に損害を与えたちザロ、

早

2 1

原二

G

第1

カミ,

第1

ノ

(1

第1

§。{

、

第1

中,

努1

2

(・

第1

32
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1光 その損害を賠償するものとtる。

,行

(原状回復)

第、11条乙は、甲が第9'条の規定により'本契約を解除したときは、'甲の指定する期日までに自

己の負担において契約物件を原状に復し、甲に返還しなければならない。ただし、甲が契約

物件を原状亜復すことが適当でないと認めたときは、'現状のまま返還するこ巴ができる。
゛

2.前項本文の規定に反し、乙が契約物件を原状に復し返還しないときは、甲は、乙に代わって

原状に復すこ"とができるものとし、、・乙はその費用を負担しなけれぱならない。
ナし、

)設

見

(契約不適合)

第12条甲は、との契約締結後、契約物件について本契約の内容に適合しない状態があること

が発見された場合であっても、その責めを負わないものとtる。

(損害賠償)

第13条乙は、この契約に定める義務を履行しないため印に損害を与えたときは、その損害を

賠償しなけれぱならない。

め、

、、ーーコ

忌避

(用途に供するにあたっての留意点)

第14条乙は、契約物件を第6条第1項に規定する用途に供するにあたってば、野母崎地区を

中心とする地域振興に留意することとし、地域経済の活性化及ぴ地元雇用の確保並びに創出に

努めなけれぱなら.ない。

の履

3

解除

(契約の費用)

第15条この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

(管轄裁判所)

第16条この契約に関tる訴訟にっいては、甲の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所

とする。

'切

拓う

(協議)

第17条との契約にっいて疑義が生じたときイ.又は、この契約に定めのない事項にういては、

甲乙協議の上定めるものとする。

J

ム、
ロ、

■

(本契約の成立)

第18条・'との契約にっいて・、地方自・治法第96条第1'項第6号の規定による議会の議決を得た

、

33
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.、 場合には、その議決を得たときから'、この契約を本契約とみなす。

この契約の成立を証ずるため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自.その1通を保有す
る。

仮契約

本契約

[Ξ1

令和
ー.

令手口

34

2年

年

甲 長崎市桜町2番22号

長崎市

代表者長崎市長.田上

f

乙

ノ

長崎市葉山1丁目23番.5号

大成不動産システム株式会社

代表者'・代表取締役、星山

J

富久',

を§

、

弓生ぜ乱
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ノ

契約物件の表示

(土地)

長崎市野母町字小田

所在

J

士地の位置及ぴ形状についてはゞ別紙「土地実測図」①から④のと船り.。

同

同

土地には士地に附属する設備及ぴ工作物の一釖を含む。

地番

692番1の一部

7Ⅱ番の一部

726番5 のモー部

地目

雑種地

畑

面積

雑種地

平方メートル,

12696.79

T

、

、

5

、35
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＼
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皿
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゛
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714-1
是峅布

ι

寺,1、

ι、.L 、、

専

゛'.■一

゛

IHJ ,ー!+

ι、、_

"

__.ー゛^
^

」

地番なし
(旧字図なし)

羽1

"

●1

ι

ヘ~ト

0謝

_,^"、1^}ー'・,',

0.

P1き1

、ー、'、

靈梦

N
了26-5
長肖市

」___ー」珊

、.
MT2

』ー

'』.

、j /

^

ノノ

Y

C之コ

726-9

-1,..心.1キ,'
゛与忌忌乙毛'

/

/

一曼巨^.」■,,ー^卓^卓一

7之6-2
葺崎市

N盲日

、

.

726-1

.ノ'

、
＼

/

、、

、

、、

726-3

{市這:軒母眺号剃

＼

＼

訓肋

痢'd尺=1:600

(海)

旺T丁

, "1

゛゛ー
叫

(゛t蔓候)

y

/

'_ー^

692-1
畳崎市

711
異断市

692-4

長岐県

、、

デフコ.

1 シ

②

ーー"ー

門

、^・・・分筆線

^・,'・里道

^ー・水路

ノ

ノ

ノ

'

皿

'〆ーーー

甲101

、、

P01
ー,.0

^,

、冊

・1.＼
゛ノ

J

"

0 ,,＼
、ニ、、」
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・土地使用貸借仮契約書

ー,↓:.

、

..゛゛

1

'シ'、

37

"士地'使用貸借一・仮・契約書

本契約の対象物件とな.つている土地は、「旧野母崎炭酸温泉N暗a軍艦島」'施設(以下単

に、「施設」巴いう。)用地であるが、土地の権利関係が一部整理されていないととや登記が

完了していないなどの課題があるため、先行して施設(建物)のみ誕渡し、施設用地にっい

ては当該課題解決後に改め.て譲波しようとするものである。

そのことを踏まえ、土地所有権者長崎市く以下、.「甲.」.'という。)及び大成不動産システ

ム株式会社(以下、「乙」という。)'は、本契約第2条に掲げる物件(以下単に「土地」とい

う。)の譲渡が完了するまでの間、歌のとおり士地使用貸借仮契約を締結する。

(信義誠実の義務)

第1'条.甲及び乙は、信義を重スノじ誠実にこの契約を履行しなければならない。

(貸付を行う士地)

第2条.貸付を行う土地は欧のとおりとする。

長崎市野母町字小田

所在

土地の位置及ぴ形状については、別紙「土地実測図」①から④のとおり。

(賃料・)

第3条貸付を行う土地の賃料は無償とする。

.

同

同

(貸付期問)

第4条土地の貸付期間(以下「貸付期間」という。)は、令和2年6月3日付士地譲渡仮

契約書第4条に規定する土地の所有権移転に必要な分筆登記等の登記が完了する口の前

日までの期閻とする。

692番1の一部

7n番の一部

地番

726番5 のブ部

(用途の市邦周

第5条乙は、貸付期間、'土地を宿泊施設等地域活性化に資する施設及び温泉施設並ぴに本

件事業者の選定に係る公募型プ白ポーザルに.おいて、乙が提案した事業用途から変更し

て.はならない。ただし、乙からの申し出により野母崎地区の観光振興に資するもの'と甲が

認めるものについて.はこの限りではない。

r

地目

雑種地

畑

雑種地

面積

平方メートル

12696.79
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2 乙は、食付期問じ土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・(昭和23

年法律第122号)に定めちれた風俗営業及び性風俗関連特殊営業その他これら.に類す

る業の用に供してはならなし.、。

3 乙は、貸付期間、土地を集団的に戈は常習的に暴力的不法行為を行うぉそれがある組織

の事務所など、'公声良俗に反する用に供してはならない。
4 '乙は、貸付期閲、'土地を前項の用廷供することが明らかな者に対し、地上権、質権、使
用貸借による権利、.賃借権その他の使用若しくは収益を目的とtる権利の設定をしては
ならなレ、。

(転貸等の禁止)

第6条乙は甲の承認を受けないで土地を第三者<転貸U 又はその使用の権利を譲渡レ
てはならない。

1

(契約.の解除)

第7.条乙が本契約の定めに違反したときは、甲は、乙に対し、文書により期限を定めてそ

の履行を催告する。

2 前項の揚合においで、乙が期限までに催告に従ゆた履行をしないときは、甲は本契灼を
解除するこどができるものとする。

(費用償還請求権の放棄)

第8条乙は、士地に投じた必要費及び有益費があっても、これを甲に請求でき.な・いものと

する。

(契約の費用)
ー、、」

第9条この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

、

(管轄裁判所)

第10.条"との契約に関する訴訟にっいては、軍の所在地を管轄する裁判所をもっ・て目轄

裁判所と司、る。'、

(協議事項)

第11条'甲と乙は、この契約各条項に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の
解釈にっV,、て疑義を生じたときは、互いに誠意をもって協議の上解決するもの'と・する"

,
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織

(本契約の成立)"

第・1・2条.この契約について、地方自治法第96条第1項第6号の規定による議会の議決

を得た場合には、その議決を得たと'きから、この契約を本契約とみなす。

以上、本契約成立の証とじて、本書を2通作成し、・甲乙署名押印のうえ、それぞれ1通を

保管する。
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仮契約令和 2年6月

、

本契約'令和

1

年

3日

月 日

甲 住所長崎市桜町2番22号

C
氏名'長崎市

代表者長崎市長田上富久'

f

乙住所.長崎市葉山1ア目23番5号

氏名大成不動産シズテム株式会佃.
必一、0

必帝?帥
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